
和歌山市結婚新生活支援補助金交付要綱  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、少子化対策の強化に

資することを目的として、新たに結婚した者に対し、予算の範囲内において和歌山市結婚新生

活支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、和歌山市補助金等交付規則

（平成２年規則第２７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

（１）新婚世帯 婚姻届を提出し受理された日（以下「婚姻日」という。）が、第６条の規定に

よる申請を行う日の属する年度（以下「申請年度」という。）の前年度の１月１日から申請

年度の３月３１日までの日である夫婦が属する世帯をいう。 

（２）住居費 婚姻に伴い住居を取得し、又は賃借する際に要した費用のうち、次のいずれかに

該当するものをいう。 

ア 当該住居（建物に限る。）の購入費  

イ 当該住居の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料  

（３）引越費用 婚姻に伴う引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用

をいう。 

（４）継続補助対象世帯 申請年度の前年度に補助金の交付決定を受けた夫婦の属する世帯であ

って、申請日時点で同一の住居に居住しており、申請年度の前年度に交付された補助金の額

が上限額に達しなかったものをいう。  

（５）交付資格認定世帯 婚姻日が、第８条第１項の規定による申請を行う日の属する年度（以

下「交付資格認定申請年度」という。）の前年度の１月１日から交付資格認定申請年度の３

月３１日までの日である夫婦が属しており、かつ第８条第２項の規定による交付資格認定（以

下「交付資格認定」という。）を受けた世帯  

（補助対象世帯） 

第３条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯と

する。 

（１）申請時において夫婦のいずれもが、ともに本市の住民基本台帳に記録されていること。  

（２）申請時において夫婦のいずれもが、ともに申請に係る住居に居住していること。  

（３）婚姻日における年齢が夫婦共に３９歳以下であること。  

（４）申請年度の所得証明書により確認することができる夫婦の所得を合算した金額が、５，０

００，０００円未満であること。ただし、貸与型奨学金（公的団体又は民間団体により、学

生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。）の返済を現に行っている場合は、所得

証明書をもとに算出した夫婦の所得から、当該所得に係る年に返済した当該貸与型奨学金の

額を控除する。 

（５）夫婦のいずれもが過去に内閣総理大臣通知による結婚新生活支援事業費補助金交付要綱、

本要綱を含む地域少子化対策重点推進交付金交付要綱等による金銭の給付を受けて実施する

地方公共団体の事業に基づく補助を受けていないこと。  

（６）申請に係る住居費について、地域少子化対策重点推進交付金と併用が認められていない国



の制度による金銭の給付を受けていないこと。 

（７）世帯構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法第２条第２号に規定する暴力団（次項第３号において「暴力団」という。）若しくは暴力

団員と密接な関係を有する者でないこと。  

（８）世帯構成員に本市の徴収金（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１条第１項第１４

号に規定する本市の徴収金をいう。次項第４号において同じ。）に係る滞納がないこと。 

（９）申請時に夫婦のいずれもが、地域少子化対策重点推進交付金実施要領（令和８年３月３１

日こ総政第６８号）別記２第２（２）（ウ）に掲げるもののうち、本市が指定する（ウに掲

げるものを除く。）次に掲げるもののいずれかを行っていること。 

  ア ライフデザイン支援講座（乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。）

の受講 

  イ プレコンセプションケア（性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識

を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて健康管理

を行う取り組みをいう。）に関する講座の受講 

  ウ 医療機関への妊娠・出産に係る相談  

  エ 共家事・共育て講座（男性の家事・育児参画のための講座を含む。）の受講 

２ 補助金の交付を受けることができる継続補助対象世帯は、次の各号のいずれにも該当する世

帯とする。 

（１）申請時において夫婦のいずれもが、ともに本市の住民基本台帳に記録されていること。  

（２）申請に係る住居費について、地域少子化対策重点推進交付金と併用が認められていない国

の制度による金銭の給付を受けていないこと。 

（３）世帯構成員が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。  

（４）世帯構成員に本市の徴収金に係る滞納がないこと。  

３ 補助金の交付を受けることができる交付資格認定世帯は、次の各号のいずれにも該当する世

帯とする。 

（１）申請時において夫婦のいずれもが、ともに本市の住民基本台帳に記録されていること。  

（２）申請時において夫婦のいずれもが、ともに申請に係る住居に居住していること。  

（３）申請に係る住居費について、地域少子化対策重点推進交付金と併用が認められていない国

の制度による金銭の給付を受けていないこと。 

（４）世帯構成員が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。  

（５）世帯構成員に本市の徴収金に係る滞納がないこと。  

（６）交付資格認定申請年度にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。  

（７）申請時に夫婦のいずれもが、第１項第９号に掲げるもののいずれかを行っていること。  

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、申請年度の４月

１日から翌年３月３１日までの間で婚姻後に夫婦のいずれかが支払った住居費及び引越費用と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、住居費のうち、住居の賃借に要した費用の取扱いは、次に掲げる

とおりとする。 



（１）賃料及び共益費が月払いの場合にあっては、３月分（継続補助世帯が前年度に交付を受け

た補助金の対象となった月がある場合にあっては、３月からその月数分を減じた月数分）を

上限とする。ただし、賃料及び共益費を日割りで支払った月については、日割りの日数にか

かわらず１月分とみなす。 

（２）住居の賃貸借契約書等で婚姻を前提に賃借したことが分かる場合にあっては、婚姻前に支

払った費用（婚姻日から起算して１年以内に賃借した住居に係る費用に限る。）を補助対象

経費とすることができる。 

（３）勤務する事業所等から住居に係る手当等が支給されている場合にあっては、当該手当等の

額を控除した額を補助対象経費とする。  

３ 第１項の規定にかかわらず、住居費のうち、住居の購入費の取扱いについては、次に掲げる

とおりとする。 

（１）婚姻日より前に取得した住居にあっては、婚姻日から起算して１年以内に婚姻を機として

取得した住居に係る購入費を補助対象経費とする。  

（２）住居を購入又は新築した費用と当該費用のための借入金は、いずれかのみを補助対象経費

とする。 

（３）住宅を購入又は新築した費用のための借入金については、返済手数料や金利は補助対象経

費としない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、引越費用は、地方運輸局から貨物自動車運送事業法（平成元年

法律第８３号）の貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者に対する支払いのみを補助対象経

費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の合計額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）又は次の各号に掲げる年齢の区分に応じ、当該各号に定める額のうちい

ずれか少ない額とする。 

（１）婚姻日における夫婦双方の年齢が２９歳以下 ６００，０００円 

（２）婚姻日における夫婦双方の年齢が３９歳以下 ３００，０００円 

２ 継続補助対象世帯に対する補助金の額は、補助対象経費の合計額（その額に１，０００円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）又は次の各号に掲げる年齢の区分に応じ、当該

各号に定める額から前年度に交付を受けた額を減じて得た額のうちいずれか少ない額とする。  

（１）婚姻日における夫婦双方の年齢が２９歳以下 ６００，０００円 

（２）婚姻日における夫婦双方の年齢が３９歳以下 ３００，０００円 

 （交付の申請等） 

第６条 規則第３条の規定による申請は、新婚世帯又は交付資格認定世帯の場合にあっては和歌

山市結婚新生活支援補助金交付申請書（別記様式第１号）、継続補助対象世帯の場合にあって

は和歌山市結婚新生活支援補助金交付申請書（継続分）（別記様式第１号の２）によるものと

する。 

２ 規則第３条の規定による申請においては、市長は、事業計画書及び収支計算書の添付を省略

させるものとする。 

３ 規則第３条の市長が必要と認める書類は、新婚世帯、又は交付資格認定世帯の場合にあって

は、次に掲げる書類とする。 



（１）和歌山市結婚新生活支援事業誓約書（別記様式第２号）  

（２）婚姻届受理証明書又は戸籍の全部事項証明書（戸籍謄本）  

（３）夫婦双方の申請年度における所得証明書（市区町村が発行する当該者の所得を証明するも

のをいう。） 

（４）住宅を賃借し、夫婦のうち勤務先から住宅手当を受給している者がある場合は、当該者の

住宅手当支給証明書（別記様式第３号）又は給与明細書等（住宅手当の支給額が分かるもの

に限る。）の写し、当該住居の賃貸借契約書の写し及び当該住居費に係る領収書等 

（５）住宅を賃借し、夫婦のうち勤務先から住宅手当を受給していない者がある場合は、当該者

につき次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに掲げるもの  

  ア 給与所得者 住宅手当支給証明書（別記様式第３号）又は住宅手当不支給申告書（別記

様式第４号）及び給与明細書等（住宅手当の支給額が分かるものに限る。）の写し、当該

住居の賃貸借契約書の写し並びに当該住居費に係る領収書等  

  イ 給与所得者でないもの 住宅手当不支給申告書（別記様式第４号）、当該住居の賃貸借

契約書の写し及び当該住居費に係る領収書等  

（６）住居を購入した場合は、当該住居の売買契約書の写し及び当該住居費に係る領収書等  

（７）住居を新築した場合は、当該住居の請負契約書の写し及び当該住居費に係る領収書等  

（８）勤務先が借り上げる住居に居住している場合は、勤務先を証明する社員証等の写し  

（９）引越費用について申請する場合は、引越費用の領収書等  

（１０）第３条第４号ただし書に規定する貸与型奨学金の返済による所得の控除をする場合は、

当該貸与型奨学金の返還証明書等又はその写し 

（１１）第３条第１項第９号ア、イ又はエに規定する講座の受講を行った場合は、講座受講報告

書（別記様式第４号の２） 

（１２）第３条第１項第９号ウに規定する関係医療機関への相談を行った場合は、関係医療機関

の診療明細又は領収書等の写し 

４ 交付資格認定世帯が第１項の規定による申請をするときは、前項第２号、第３号及び第１０

号に掲げる書類の添付を省略することができる。  

５ 規則第３条の市長が必要と認める書類は、継続補助対象世帯の場合にあっては、次に掲げる

書類とする。 

（１）和歌山市結婚新生活支援事業誓約書（継続分）（別記様式第２号の２）  

（２）住宅を賃借し、夫婦のうち勤務先から住宅手当を受給している者がある場合は、当該者の

住宅手当支給証明書（別記様式第３号）又は給与明細書等（住宅手当の支給額が分かるもの

に限る。）の写し、当該住居の賃貸借契約書の写し及び当該住居費に係る領収書等  

（３）住宅を賃借し、夫婦のうち勤務先から住宅手当を受給していない者がある場合は、当該者

につき次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに掲げるもの  

ア 給与所得者 住宅手当支給証明書（別記様式第３号）又は住宅手当不支給申告書（別記

様式第４号）及び給与明細書等（住宅手当の支給額が分かるものに限る。）の写し、当該

住居の賃貸借契約書の写し並びに当該住居費に係る領収書等  

イ 給与所得者でないもの 住宅手当不支給申告書（別記様式第４号）、当該住居の賃貸借

契約書の写し及び当該住居費に係る領収書等  

（４）住居を購入した場合は、当該住居の売買契約書の写し及び当該住居費に係る領収書等  



（５）住居を新築した場合は、当該住居の請負契約書の写し及び当該住居費に係る領収書等  

（６）勤務先が借り上げる住居に居住している場合は、勤務先を証明する社員証等の写し  

（７）引越費用について申請する場合は、引越費用の領収書等  

６ 規則第３条の規定による申請があったときは、市長は規則第１２条の規定による報告を省略

させるものとする。 

（交付の決定及び確定の通知等）  

第７条 市長は、規則第６条の通知及び規則第１３条の通知は、和歌山市結婚新生活支援補助金

交付決定及び確定通知書（別記様式第５号）により行うものとする。  

２ 市長は、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、和歌山市結婚新生活支援補助

金不交付決定通知書（別記様式第６号）により申請者に通知するものとする。  

（交付資格認定の申請） 

第８条 交付資格認定を受けようとする者（次項及び第３項において「交付資格認定申請者」と

いう。）は、申請年度内に和歌山市結婚新生活支援事業補助金交付資格認定申請書（別記様式

第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。  

（１）婚姻届受理証明書又は戸籍の全部事項証明証（戸籍謄本）  

（２）夫婦双方の交付資格認定申請年度における所得証明書（市区町村が発行する当該者の所得

を証明するものをいう。） 

（３）第３条第４号ただし書に規定する貸与型奨学金の返済による所得の控除をする場合は、当

該貸与型奨学金の返還証明書等又はその写し  

２ 市長は、前項の申請があった場合は、交付資格認定申請者が第３条第１項第３号及び第４号

（この場合において、同号中「申請年度」とあるのは、「交付資格認定申請年度」と読み替え

るものとする。）のいずれにも該当すると認めたときは、交付資格を認定する。  

３ 市長は、前項の規定により交付資格を認定することを決定した場合は、和歌山市結婚新生活

支援事業補助金交付資格認定通知書（別記様式第８号）により、認定しないことを決定した場

合は和歌山市結婚新生活支援事業補助金交付資格不認定通知書（別記様式第９号）により交付

資格認定申請者に通知するものとする。  

（電子情報処理組織による申請）  

第９条 和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則（令和３年規則第

８号）第４条第２項ただし書に規定する措置は、次に掲げるいずれかの本人確認書類の画像情

報の添付による方法とする。 

（１）運転免許証 

（２）マイナンバーカード（表面）  

（３）パスポート（顔写真ページ）  

（４）在留カード（表面） 

（５）申請者本人であることが確認できる公的書類を２点  

（６）前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類  

２ 和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則第１３条第１項に規定

する氏名又は名称を明らかにする措置は、配偶者及び世帯構成員（未成年を除く。）に係る前

項各号に掲げるいずれかの本人確認書類の画像情報の添付による方法とする。  

（補助金の請求） 



第１０条 規則第１５条の補助金等交付請求書は、和歌山市結婚新生活支援補助金請求書（別記

様式第１０号）によるものとする。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年１０月２７日から施行する。 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし附則第２項の改訂規定は、令和６年３月  

２９日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和６年５月３１日から施行する。 

この要綱による改正後の和歌山市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和６年度以後の

年度の補助金について適用する。  

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、令和７年３ 

月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年３月３０日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

２ 令和８年３月３１日以前に和歌山市結婚新生活支援補助金交付要綱第８条第２項の規定によ

り認定を受けている者が同条第１項の規定により申請をするときは、令和９年３月３１日まで

の間、この要綱による改正後の第３条第３項第７号に掲げる要件を備えることを要しない。 


